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現
代
の
労
使
関
係
に
於
け
る
注
目
す
べ
き
現
象
は
、
生
産
性
の
増
捻
と
産
業
平
和
の
促
進
と
を
目
的
と
し
て
、
労
働
者
を
企
業
経

営
Ｏ
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
参
加
せ
し
め
ん
と
す
る
い
わ
け
る
労
働
者
経
営
参
加
○
目
覚
し
い
進
展
で
あ
ろ
う
。
　
経
営
権
（
く
讐
芦
曽
胴
。
．

旨
竃
；
ポ
巨
。
・
冥
室
写
；
◎
ま
サ
邑
一
・
婁
）
と
言
う
用
語
が
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
米
国
で
は
、

支
障
な
く
商
品
市
場
叉
は
労
働
市
場
を
獲
得
す
る
権
利
と
解
釈
さ
れ
る
。
築
百
す
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
使
用
者
が
企
業
経
営
の
全

領
域
に
亘
っ
て
彼
等
自
身
の
専
断
的
決
定
を
な
し
得
る
権
利
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
「
の
れ
ん
」
等
と
同
様
、
一
種
の
無
体
財
産
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

（
Ｈ
鼻
彗
０
ｑ
曇
Ｏ
窄
毛
艘
２
）
と
見
な
さ
れ
て
い
た
、
、
こ
こ
か
ら
労
働
争
議
に
際
し
て
、
差
止
命
令
（
Ｈ
旦
ｑ
冒
。
己
。
目
）
に
よ
る
か
か
ブ
勾

経
営
権
乃
至
企
業
権
の
緊
急
的
保
護
を
目
的
と
す
る
い
わ
ゆ
る
労
働
差
止
命
令
（
■
ま
冒
Ｈ
旦
；
９
旨
）
濫
用
ト
ん
の
道
が
閑
か
れ
、

「
差
止
命
令
に
ょ
る
統
治
」
（
○
◎
く
ｏ
；
；
昌
二
）
〈
Ｈ
目
」
；
２
旨
）
の
時
代
を
出
現
し
た
二
と
は
、
周
知
の
通
り
で
、
、
の
る
。
し
か
し

乍
ら
、
ひ
と
た
び
労
働
組
含
が
職
場
に
緕
成
さ
れ
た
暁
に
於
て
は
、
労
働
条
件
〃
、
の
他
が
、
一
応
団
体
交
渉
に
よ
っ
て
、
集
団
的
に

　
　
経
営
麦
加
と
労
枕
協
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
（
四
六
一
）

■

１
一

…
一山

て



－

　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
鋒
四
替
．
策
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
（
四
六
二
）

決
宗
せ
ら
れ
る
の
で
、
労
働
協
約
を
通
じ
て
、
事
実
上
使
用
者
の
経
営
権
は
漸
次
制
隈
さ
れ
て
行
く
。
団
体
交
渉
は
、
或
意
味
に

於
て
、
経
営
権
を
擁
護
せ
ん
と
す
る
使
用
者
代
表
と
、
こ
れ
を
制
約
せ
ん
と
す
る
労
働
組
含
代
表
と
の
敢
引
過
程
で
あ
る
。
現
代
の

米
国
に
於
て
、
労
働
協
約
中
に
経
営
権
に
関
す
る
条
項
が
と
り
入
れ
ら
れ
る
場
含
の
存
す
る
の
は
、
使
用
者
の
経
営
権
に
対
す
る
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
）

抜
の
執
着
を
物
語
る
も
の
と
言
え
よ
う
が
、
契
約
自
由
の
絶
対
性
と
同
様
、
経
営
権
の
無
制
限
行
使
の
時
代
は
、
最
早
過
ぎ
去
つ
た

の
で
あ
る
。
ハ
ー
ビ
ソ
ン
並
び
に
コ
ー
ル
マ
ン
は
、
現
代
米
国
の
大
量
生
産
工
場
に
於
け
る
労
使
関
係
を
、
ｏ
じ
武
装
平
和
（
声
・
昌
＆

け
、
暮
Ｏ
）
、
　
の
調
和
（
ミ
◎
、
雲
目
岬
ぎ
『
昌
◎
目
＜
）
、
倒
労
使
協
同
（
ｑ
邑
旨
－
§
彗
晶
Ｏ
昌
Ｏ
暮
８
毛
Ｏ
§
ユ
昌
）
　
の
三
つ
に
定
型
化
し

　
　
　
　
り

て
い
る
が
、
職
場
に
於
け
る
労
働
組
含
の
存
在
を
「
や
む
を
得
ざ
る
害
悪
」
と
認
め
る
武
装
平
和
や
労
使
協
調
の
友
好
関
係
の
み
な

ら
ず
、
更
に
進
ん
で
労
使
が
積
極
的
に
生
産
に
於
て
協
同
し
っ
っ
あ
る
１
状
態
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
こ
に
間
題
と

す
る
労
働
者
の
経
営
参
加
は
、
の
並
び
に
側
特
に
倒
の
如
き
労
使
関
係
を
基
盤
と
し
て
成
立
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
労
働
者
の
意
向
を
企
業
経
営
の
実
際
に
反
映
せ
し
め
ん
と
す
る
試
み
は
、
決
し
て
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
労
働
者
の
経
営
参
加

と
言
う
場
含
、
こ
こ
で
は
勿
論
利
潤
分
配
制
度
や
労
働
者
株
式
参
加
制
度
は
除
外
さ
れ
る
が
、
現
在
諾
国
で
間
題
と
な
り
叉
実
施
せ

ら
れ
つ
つ
あ
る
労
働
者
経
営
参
加
制
度
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
後
に
於
て
始
め
て
注
目
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
本
格
的
に
実
施
せ
ら
れ
た
の
は
、
一
九
四
〇
年
以
後
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
璃
二
次
世
界
大
戦
は
、
こ
れ
を
一
般
的
に

普
及
せ
し
め
る
機
縁
と
な
つ
た
。
現
在
常
設
的
な
制
度
と
し
て
労
働
者
経
営
参
加
を
実
施
し
て
い
る
国
は
、
我
国
を
含
め
て
約
三
十

　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

カ
国
に
上
る
。
元
来
労
働
者
経
営
参
加
の
主
要
目
標
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
専
ら
生
産
性
の
向
上
を
達
成
せ
ん
と
す
る
経
済
的
の
も

の
で
あ
る
。
生
産
性
の
増
大
に
は
、
そ
の
必
要
を
認
識
と
す
る
全
労
働
者
の
協
力
を
不
可
挟
な
ら
し
め
る
。
第
二
は
杜
会
的
乃
至
道

徳
的
の
も
の
で
あ
り
、
現
代
１
の
大
企
業
に
於
て
喪
失
し
た
使
用
者
と
労
働
者
と
の
人
間
関
係
（
串
巨
冒
彗
邑
き
昌
）
の
再
建
を
志



●

向
す
る
も
の
で
あ
る
。
労
働
考
は
、
政
治
的
に
は
、
使
用
者
と
同
様
市
民
で
あ
ろ
が
、
企
業
内
に
於
て
は
、
機
械
に
於
け
る
一
っ
の

歯
車
に
す
ぎ
な
い
状
態
に
わ
か
れ
て
い
ろ
。
し
か
し
生
産
性
一
増
強
の
た
め
に
は
、
労
働
者
を
生
産
に
於
け
る
協
力
者
　
（
軍
目
。
ミ
．

峯
◎
÷
實
）
○
地
位
に
支
で
引
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
、
労
働
者
経
営
参
加
は
産
業
民
主
主
義
（
宇
｛
員
己
。
一
、
一
、
－

宗
昌
◎
ｏ
§
ｏ
）
一
）
　
○
実
践
〇
一
過
程
で
あ
る
。
そ
う
し
て
か
か
る
二
っ
の
目
標
は
、
同
時
に
戦
後
に
於
け
ろ
諾
国
の
産
業
の
再
建
、

国
氏
経
済
○
復
興
、
二
ろ
前
提
と
し
て
Ｏ
生
産
性
向
上
○
要
請
等
と
不
可
分
に
清
び
つ
い
て
い
る
ｃ
最
近
誇
国
に
於
て
、
蛍
働
者
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
誌
一
〕

営
参
加
が
急
速
に
進
展
し
つ
つ
あ
る
所
以
で
あ
ろ
う
、

　
労
働
者
経
営
参
加
は
、
労
働
組
含
と
無
関
係
に
行
わ
れ
る
場
含
が
あ
る
。
し
か
し
進
歩
的
な
使
用
者
達
に
よ
つ
て
実
施
さ
れ
た
一

方
的
・
素
朴
的
汀
労
働
者
経
営
参
加
の
試
み
も
、
一
方
的
な
る
が
ゆ
え
に
却
っ
て
誤
解
や
反
感
の
源
泉
と
な
り
、
そ
の
多
く
が
失
敗

に
婦
し
た
。
現
代
の
労
働
者
経
営
参
加
は
、
労
働
組
含
を
中
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
、
そ
の
協
力
の
下
に
、
始
め
て
充
分
な
成
果
を
納

め
得
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
当
初
経
営
参
加
の
御
用
組
合
的
性
格
を
警
戒
し
た
組
合
側
も
、
現
在
は
、
一
部
の
丑
、
の
和
、
除
・
、
、
、
積

極
的
に
二
れ
を
支
持
し
、
協
力
を
惜
ま
ぬ
状
態
に
あ
る
。

　
し
か
し
乍
ら
、
一
搦
に
労
働
者
の
経
営
参
加
と
言
つ
て
も
、
問
題
は
相
当
復
雑
で
あ
る
。
経
営
参
加
の
実
現
さ
れ
る
場
所
は
、
言
う

ま
で
も
な
く
個
々
の
経
営
で
あ
る
か
ら
、
労
働
考
経
営
参
加
は
、
各
個
ｏ
経
営
単
位
（
里
彗
二
２
』
）
で
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

事
実
こ
れ
が
現
時
に
於
け
る
支
配
的
形
態
と
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
経
営
参
加
は
、
単
に
個
々
の
経
営
乃
至
企
業
内
に
極
隈
さ
九
る

も
の
で
は
な
い
。
高
度
産
業
国
家
に
於
て
は
、
一
層
高
い
段
階
乃
至
次
元
に
於
け
る
も
○
が
問
題
と
な
る
。
即
ち
一
産
業
全
体
杉
、
単

位
と
し
て
行
わ
れ
る
（
５
～
富
言
ぺ
－
２
ｏ
－
）
も
の
や
、
更
に
進
ん
で
国
家
全
体
の
立
場
か
ら
実
施
せ
ら
れ
る
も
の
（
岩
、
ユ
。
目
、
二
。
．

く
９
）
が
存
在
す
る
。
英
国
に
そ
の
例
を
と
れ
ば
、
前
者
は
共
同
産
業
会
議
（
』
◎
｛
算
５
｛
畠
己
竺
Ｏ
◎
旨
巳
）
、
後
者
は
全
国
共
同

　
　
経
営
参
加
と
労
伽
協
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
（
四
六
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
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立
命
館
経
済
学
（
策
四
替
・
第
四
吾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
（
四
六
四
）

諮
問
会
議
（
オ
黒
｝
◎
量
－
』
◎
｛
鼻
声
宇
床
冒
く
Ｏ
◎
；
ｏ
５
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
唯
我
々
の
考
察
は
、
こ
こ
で
は
個
々
の
経
営
乃

至
企
業
内
に
於
け
る
経
営
単
位
の
労
働
者
経
営
参
加
に
隈
定
せ
ら
れ
る
。
経
営
参
加
は
、
原
則
と
し
て
、
職
場
委
員
会
、
経
営
会
議
、

共
同
生
産
委
員
会
、
労
使
委
員
会
、
経
営
協
議
会
等
々
の
如
き
常
設
的
機
関
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
し
か
し
然
ら
ざ
る
場
含
も
あ
る
、

我
国
で
は
経
営
協
議
会
と
通
称
せ
ら
れ
る
が
、
か
か
る
委
員
会
乃
至
協
議
会
の
構
成
は
、
諾
国
に
於
て
区
々
で
あ
る
。
労
使
双
方
の

代
表
委
員
を
も
つ
て
組
繊
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
例
え
ば
西
独
や
換
太
利
の
如
く
、
労
働
者
代
表
委
員
の
み
を
も
つ
て
構
成

さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
人
数
や
労
使
代
表
委
員
の
比
卒
等
も
一
様
で
は
な
い
。
経
営
参
加
の
範
囲
も
、
労
働
条
件
、
安
全
衛
生
、

福
利
厚
生
の
如
き
杜
会
的
事
項
か
ら
、
雇
傭
、
解
雇
、
昇
任
等
の
人
事
的
事
項
、
更
に
経
済
的
事
項
と
呼
ば
れ
る
経
営
目
的
の
変
更
、

企
業
組
織
の
変
革
、
企
業
含
同
、
労
務
並
び
に
生
産
計
画
、
経
営
方
針
の
決
定
等
々
に
亘
る
極
め
て
広
汎
な
領
域
を
包
含
し
て
い
る
。

参
加
の
程
度
も
、
一
般
的
に
は
、
使
用
者
が
労
働
者
の
提
案
に
拘
東
さ
れ
な
い
協
力
的
（
竃
｛
暮
守
ぎ
轟
）
諮
問
的
（
幸
｛
く
げ
◎
｛
）

の
も
の
が
最
も
多
い
が
、
労
働
者
側
の
承
認
が
な
け
れ
ば
決
定
を
行
い
得
な
い
い
わ
ゆ
る
共
同
決
定
（
竃
｝
手
２
ユ
昌
昌
旨
岬
）
　
を
詐

す
国
も
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
前
揚
諾
事
項
の
そ
れ
ぞ
れ
に
っ
い
て
、
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。

　
か
く
の
如
く
労
働
者
経
営
参
加
は
、
具
体
的
な
制
度
と
し
て
こ
れ
を
見
れ
ば
相
当
複
雑
で
あ
る
が
、
当
面
の
課
題
と
し
て
重
要
な

こ
と
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
手
段
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
労
働
者
経
営
参
加
は
、
現
在
労
働
協
約
叉
は
経
営

協
宗
、
の
如
き
労
使
関
係
当
事
者
の
自
発
的
含
意
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
と
同
時
に
、
国
家
的
な
立
法
措
置
に
よ
つ
て
実
施
せ
ら
れ
る
場

含
が
あ
る
。
即
ち
経
営
協
議
会
乃
至
労
使
委
員
会
等
の
設
畳
を
労
働
協
約
叉
は
経
営
協
定
に
一
任
す
る
か
、
法
律
に
よ
つ
て
こ
れ
を

強
制
す
る
か
で
あ
る
。
現
在
共
産
国
家
を
含
め
て
二
ニ
カ
国
が
、
経
営
協
議
会
叉
は
類
似
の
労
働
者
経
営
参
加
に
関
す
る
法
律
を
制

　
　
　
　
　
６
）

定
し
て
い
る
。
し
か
し
我
々
の
当
面
の
課
題
は
、
労
働
協
約
を
通
じ
て
実
現
せ
ら
れ
る
労
働
者
経
営
参
加
の
講
問
題
で
あ
る
。
し
か



も
考
察
○
範
囲
は
、
自
由
国
家
に
於
け
る
も
・
Ｏ
に
限
定
せ
ら
れ
る
。
共
濠
・
王
義
国
家
に
於
て
も
、
勿
論
経
営
参
加
は
問
纏
、
、
し
な
る
け

れ
れ
ど
ポ
暗
二
川
一
三
で
は
意
識
的
に
こ
れ
を
保
留
し
、
以
下
に
於
て
は
、
専
ら
自
由
国
家
に
つ
い
て
、
労
働
考
経
営
参
加
と
労
働
協
約

と
○
関
連
を
問
題
に
し
た
い
－
、
し
思
う
ｏ

は
・
Ｐ
Ｏ
Ｓ
…
；
二
ら
．
邑
＞
孝
婁
こ
』
１
、
ま
・
包
９
・
；
ま
二
昏
一
、
ユ
。
箏
・
孝
・
。
｛
二
嚢
・
勺
勺
裏
饒
，
奉

閉
・
戸
弓
・
一
玉
二
．
．
チ
ｏ
・
目
・
・
牙
・
雰
雲
ぎ
一
事
一
婁
・
事
豪
，
書
・

○
麦
ま
旨
し
一
．
戸
リ
己
室
§
與
こ
．
戸
○
ｓ
一
。
。
竃
二
蔓
套
ニ
ニ
寿
・
一
一
く
二
、
、
口
・
、
一
目
一
一
一
凋
二
董
・
事
毫
，
一
り
・

　
４
）
　
冒
言
；
貫
｛
ｏ
箏
巴
－
■
ら
び
◎
仁
『
Ｏ
ヨ
ｏ
８
ｏ
ｏ
－
◎
り
２
呉
｝
ｏ
目
ぎ
冒
｛
婁
言
＜
・
－
ｏ
巴
・
？
９

　
０
　
ｏ
Ｐ
Ｈ
鼻
一
ピ
凶
げ
．
Ｏ
曽
ｏ
９
◎
？
ｏ
チ
勺
Ｐ
甲
ミ
・

　
“
つ
Ｈ
昇
豪
げ
．
○
戸
・
？
ま
・
？
事

　
〔
註
こ
　
現
在
ル
ク
セ
ソ
ブ
ル
グ
を
除
き
、
ス
ベ
ィ
ン
、
和
蘭
、
ペ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
、
喚
太
利
、
丙
独
等
の
欧
洲
諸
国
に
於
け
る
経
営
参
加
に

　
　
　
　
関
す
る
法
律
が
・
何
れ
も
第
二
次
批
界
大
職
以
後
例
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
こ
の
問
の
事
情
を
蚊
．
一
痢
す
る
、
一
と
が
出
来
る

　
　
　
　
で
あ
一
／
）
う
。
く
０
ｑ
ｒ
舅
ロ
プ
ユ
０
ｑ
一
目
Ｊ
■
Ｐ
目
｛
げ
弓
Ｏ
げ
｛
撃
良
９
ユ
Ｏ
茅
＜
艘
♂
。
。
。
。
自
づ
胴
・
６
畠
・
○
Ｏ
Ｏ
Ｏ
・
－
雲
．
、
◎
Ｏ
ド

　
〔
註
二
〕
　
白
由
■
家
に
於
て
は
、
資
木
と
労
働
と
の
対
止
を
碗
提
と
し
両
者
の
安
協
と
協
力
と
わ
締
営
参
加
の
課
題
で
あ
る
の
に
＾
、
刈
し
、
共
産
出
家

　
　
　
　
に
於
て
は
・
経
営
参
加
が
、
一
般
的
経
済
計
画
、
の
実
旅
に
協
力
す
る
と
言
う
形
で
齋
婁
視
さ
れ
る
。
＜
０
ｑ
ポ
炭
字
、
一
胴
・
・
四
・
、
・
○
・
○
Ｏ
・
；
－
・

廿
山
…一

一
－

’

』
’－出

｛
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
労
働
協
約
を
通
じ
て
実
施
さ
れ
る
経
営
参
加
は
、
経
営
協
議
会
父
は
類
似
の
桟
関
の
設
糧
を
、
労
働
協
約
で
協
宗
、
す
る
の
が
普
通

で
あ
る
。
然
ら
ざ
る
場
合
、
経
営
参
加
に
関
す
ろ
滞
事
項
が
、
直
接
協
約
の
諾
条
項
で
定
め
ら
れ
る
。
関
係
労
徒
当
事
者
の
自
主
的

協
定
で
あ
る
か
ら
、
経
営
参
加
の
範
囲
、
程
度
そ
の
他
が
当
事
者
双
方
の
話
含
い
に
よ
つ
て
自
由
に
決
定
せ
ら
れ
る
が
、
も
、
、
一
よ
り

　
　
　
　
経
営
参
加
と
労
物
協
絢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
（
四
六
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
魯
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
（
四
六
穴
）

国
家
の
強
行
法
規
に
違
反
す
る
よ
う
な
班
項
は
、
労
働
協
約
に
於
て
も
こ
れ
を
内
容
と
な
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
一
九
四
九
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
註
一
〕

九
日
の
西
独
の
「
労
働
協
約
法
」
（
弓
弩
｛
矛
實
言
品
。
。
胴
２
９
・
）
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
経
営
参
加
は
、
経
営
内
に
於
け
る
労
働
者
の
地

位
を
定
め
る
経
営
組
織
法
的
諾
問
題
（
げ
９
ユ
Ｏ
票
＜
９
♂
。
。
。
。
；
０
ｑ
・
。
８
０
プ
畠
Ｏ
ぎ
串
晶
８
）
と
考
え
ら
れ
、
規
範
的
事
項
（
経
営
親
範
）
に

属
す
る
、
、
と
と
な
っ
た
　
（
第
一
条
第
一
項
）
。
従
っ
て
経
営
参
加
に
関
す
る
事
項
は
、
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項
等
と
同
様
、
規
範
的
．

効
力
を
も
ち
、
い
わ
ゆ
る
不
可
侵
（
竃
き
ま
品
『
弩
）
で
あ
る
　
（
第
四
条
第
一
項
）
。
そ
う
し
て
経
営
参
加
に
関
す
る
事
項
は
、
協
約

に
拘
東
さ
れ
る
便
用
者
の
す
べ
て
の
経
営
に
遮
用
せ
ら
れ
る
の
で
（
第
三
条
第
二
項
）
、
こ
れ
は
協
約
関
係
者
で
な
い
労
働
者
に
も
規

範
的
効
力
、
任
も
っ
の
で
あ
る
。
我
国
で
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
規
範
的
効
力
を
も
っ
も
の
は
労
働
条
件
そ
の
他
労
働
者
の
待
遇
に
関
す

る
事
項
に
隈
ら
れ
（
労
組
法
第
十
六
条
）
、
労
働
協
約
の
経
営
参
加
に
関
す
る
条
項
に
は
及
ば
な
い
。
西
独
の
よ
う
に
経
営
参
加
を
規
範

的
事
項
、
、
、
し
、
二
れ
に
規
範
的
効
力
を
附
与
す
る
こ
と
は
、
労
働
協
約
を
通
じ
て
労
働
者
経
営
参
加
を
実
施
す
る
場
含
、
極
め
て
効

果
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
国
家
が
労
働
協
約
関
係
を
規
律
す
る
特
別
な
立
法
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
英
、
米
、
そ
の
他
の
国
に
於
て

は
、
労
働
協
約
中
の
経
営
参
加
条
項
に
関
す
る
法
的
効
力
は
直
接
間
題
と
な
ら
な
い
。

　
労
働
協
約
に
特
別
な
法
的
効
力
を
べ
た
せ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
現
在
労
働
協
約
に
よ
つ
て
経
営
参
加
を
実
施
し
て
い
る
諾
国

は
、
便
心
日
工
大
体
こ
れ
を
次
の
二
つ
に
類
別
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ｃ
Ｄ
企
業
・
地
域
叉
は
産
業
別
の
労
働
協
約
に
よ
る
も

の
、
の
全
国
的
労
働
組
合
中
央
機
関
（
ｏ
り
旦
口
昌
ｏ
売
彗
オ
暮
｛
旨
）
　
と
全
国
的
使
用
者
組
含
中
央
機
関
と
の
全
国
的
協
約
に
よ
る
も

の
、
が
こ
れ
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
各
々
に
つ
き
、
そ
の
代
表
国
の
事
倍
を
擶
観
し
よ
う
。

　
〕

　
ｑ
　
こ
れ
に
属
す
る
の
は
、
米
、
英
、
ヵ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
レ
リ
ヤ
、
商
阿
、
比
島
、
日
本
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諾
国
に
於
て

も
、
’
詳
細
に
観
察
す
れ
ば
、
そ
の
間
に
多
少
の
差
異
が
発
見
さ
れ
る
が
、
我
国
に
関
し
て
は
、
別
個
に
こ
れ
を
取
扱
い
た
い
と
思
う
。



　
）

　
ａ
　
米
　
　
　
国

　
（

　
　
　
　
　
　
　
り

　
米
国
に
於
て
は
、
経
営
協
議
会
○
如
き
経
営
参
加
○
機
関
が
、
被
脹
産
業
を
除
外
す
れ
ば
、
専
ら
企
業
単
位
の
協
定
乃
至
労
働
協

約
に
よ
っ
て
謀
置
さ
れ
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
　
現
在
米
国
に
存
在
す
る
か
か
る
機
関
は
、
一
般
に
労
使
生
雌
委
員
会
（
Ｈ
・
き
昌
－
旨
苧

冨
需
昌
ｏ
巨
宇
◎
ま
＆
昌
Ｏ
ｏ
昌
昌
奉
９
）
又
は
革
に
生
産
委
員
会
と
称
せ
ら
れ
、
従
業
員
数
最
少
一
五
人
か
ら
最
高
四
万
人
烹
で

の
企
業
に
設
置
せ
ら
れ
て
い
る
。
二
れ
ら
は
主
と
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
中
設
置
さ
れ
た
の
が
、
引
続
き
現
在
ま
で
存
続
し
い
る
も

の
で
あ
る
。
一
九
四
二
年
一
月
、
戦
時
生
産
委
員
会
（
老
弩
宇
◎
ま
ま
旨
寅
§
乙
）
が
組
織
さ
れ
た
が
、
二
の
委
員
会
の
勧
奨
に

し
ふ
っ
て
、
生
産
増
強
を
目
的
と
す
る
労
使
生
産
委
員
会
が
、
主
と
し
て
金
属
、
鉱
山
、
造
篶
等
○
軍
需
産
業
に
い
各
企
業
単
位
の
協

約
に
よ
っ
て
誤
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
労
使
生
産
委
員
会
は
、
本
来
労
働
協
約
の
対
匁
と
な
る
よ
う
な
事
項
に
関
与
せ
ず
、
生
産
増

大
に
専
念
し
た
。
二
れ
は
関
係
使
用
者
組
含
並
び
に
労
働
紅
合
に
よ
つ
て
全
国
的
に
確
認
さ
れ
た
。
小
企
業
で
は
、
労
働
協
約
で
労

使
生
産
委
員
会
を
同
時
に
団
体
交
渉
○
場
と
す
る
協
定
か
或
一
十
ソ
た
例
も
あ
ろ
が
、
そ
○
数
は
極
め
て
少
む
い
。
一
九
四
五
年
七
月

一
目
現
在
に
於
て
、
三
、
二
二
閑
、
り
労
使
生
産
委
員
会
が
存
在
し
、
鰯
係
労
働
者
は
五
百
万
人
以
上
に
達
し
た
と
言
わ
れ
る
。
戦
後
は

二
れ
が
激
減
し
、
一
九
四
七
年
に
は
、
約
三
百
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
米
国
続
営
者
協
会
（
＞
昌
ｏ
ま
彗
く
彗
か
ｏ
昌
ｇ
け

≧
８
９
筆
９
）
が
一
千
の
製
造
工
業
会
杜
に
つ
き
調
査
し
た
と
こ
乃
に
よ
れ
ば
、
回
答
し
た
経
営
数
二
六
三
の
う
ち
二
二
六
が
、
何

等
か
の
経
営
参
加
機
関
を
設
趣
し
て
そ
の
活
動
を
続
け
て
わ
り
、
そ
○
大
多
数
が
生
旛
増
強
に
直
接
貢
戯
し
わ
」
と
報
告
さ
れ
て
、
い
る
。

し
か
し
米
国
に
於
て
は
、
経
営
協
議
会
等
の
如
き
常
設
的
機
関
を
該
砥
す
る
二
と
は
稀
れ
で
あ
り
、
原
則
と
言
う
よ
り
も
寧
ろ
例
外

｝
ぞ
べ
ふ
９
の
で
」
ユ
の
ガ
り
ｏ

　
か
く
の
如
く
米
国
で
は
、
常
設
的
機
関
に
よ
る
労
働
者
の
経
営
参
加
が
一
般
的
に
普
及
し
て
い
な
い
が
、
先
に
も
指
摘
し
た
如
く
、

　
　
経
営
参
加
と
労
伽
協
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
二
（
四
六
七
）



　
　
立
命
舘
経
済
学
（
第
四
替
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
（
四
六
八
）

そ
れ
は
団
体
交
渉
を
通
じ
、
労
働
協
約
そ
の
も
の
の
中
に
、
経
営
参
加
に
関
す
る
講
条
項
を
闘
い
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
せ
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
場
合
も
矢
張
企
業
単
位
の
労
働
協
約
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
も
の
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
経
営
参
加
の
範
囲
は
、
杜
会

的
・
人
事
的
・
経
済
的
諾
事
項
に
亘
つ
て
い
る
。
杜
会
的
事
項
と
し
て
は
、
安
全
衛
生
が
中
心
と
な
る
。
人
事
的
事
項
に
関
し
て
は
、

組
含
側
が
特
に
重
大
関
心
を
示
し
、
雇
傭
・
解
雇
・
懲
戒
に
っ
っ
き
広
汎
な
菱
言
権
を
も
っ
て
い
る
。
例
え
ば
・
。
彗
｝
ｇ
｝
ｑ
；
一
９

；
一
昌
ム
ぎ
勺
等
が
こ
れ
で
あ
る
。
経
済
的
事
項
と
し
て
は
、
企
業
の
営
業
状
態
、
会
計
帳
簿
の
公
開
、
生
産
並
び
に
分
配
計
画
の

樹
立
等
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
紛
争
の
処
理
に
つ
い
て
も
協
力
し
、
こ
れ
に
関
す
る
常
設
的
機
関
を
設
置
す
る
場
含
も
あ

る
Ｏ　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
例
外
を
な
す
も
の
と
し
て
被
服
産
業
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
被
服
業
全
体
に
適
用
さ
れ
る
労
働
協
約
に
よ
つ
て
、
産
業
段
階
乃
至
次

元
に
於
け
る
も
の
と
同
様
、
各
個
の
企
業
乃
至
経
営
単
位
の
経
営
参
加
が
行
わ
れ
る
。
各
個
企
業
に
於
け
る
経
営
参
加
は
、
職
場
委

員
会
（
ｏ
り
ぎ
で
Ｏ
◎
旨
昌
奉
８
）
を
通
じ
て
実
施
せ
ら
れ
る
。
経
営
参
加
の
範
囲
は
．
こ
こ
で
も
極
め
て
広
汎
で
あ
り
、
生
産
増
強
、

就
業
安
定
、
抜
術
的
改
善
、
職
業
指
導
、
労
働
条
件
の
改
善
、
企
業
の
季
節
的
変
動
の
調
整
等
々
を
包
播
し
て
い
る
。
更
に
被
服
産
業

の
安
定
の
た
め
に
、
展
々
組
含
が
経
営
者
側
に
財
的
援
助
を
与
え
る
場
含
も
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

　
以
上
が
米
国
に
於
け
る
労
働
者
経
営
参
加
の
現
状
で
あ
る
。
常
設
的
な
労
使
協
同
機
関
が
普
及
し
て
い
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る

が
、
労
働
者
の
経
営
参
加
が
行
わ
れ
て
い
な
い
訳
で
は
な
く
、
そ
れ
は
労
働
協
約
の
適
用
に
よ
つ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る

で
あ
ろ
う
。
米
国
に
於
け
る
生
産
性
向
上
間
題
を
視
察
し
た
英
国
の
労
働
組
含
代
表
者
が
、
英
国
で
は
労
使
共
同
委
員
会
で
処
理
さ

れ
る
事
項
も
米
国
で
は
大
部
分
労
働
協
約
の
条
項
と
し
て
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
如

実
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
米
国
の
経
営
参
加
に
は
、
何
等
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
裏
付
は
な
く
、
全
く
１
実
際
的
見
地
か
ら
膚



主
的
に
実
施
ご
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
あ
く
よ
で
協
力
の
範
囲
を
出
で
な
い
。
使
用
者
側
は
共
同
決
定
を
認
め
な

い
が
、
米
国
必
働
組
合
も
こ
れ
を
希
望
し
な
い
。

　
）

　
ｂ
　
央
　
　
　
国

　
（

　
英
国
に
於
て
鳴
、
第
一
次
廿
界
大
戦
以
前
、
そ
の
数
は
少
な
か
つ
た
が
、
既
に
職
場
委
員
会
（
妻
◎
『
万
Ｏ
◎
昌
邑
葦
ｏ
）
が
設
置

さ
れ
て
い
た
。
各
企
業
｝
位
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
は
労
働
者
代
表
委
員
の
み
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
、
専
ら

使
用
者
に
対
す
る
苦
情
Ｏ
処
理
を
任
稚
と
し
た
。
し
か
し
職
場
委
員
会
が
本
格
的
発
展
を
遂
げ
る
に
至
つ
た
○
は
、
ホ
イ
ツ
ー
、
、
レ
ｉ

委
員
会
（
考
事
一
２
０
◎
昌
邑
葦
ｏ
）
Ｏ
勧
告
が
出
て
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ホ
ィ
ツ
ト
レ
ー
委
員
会
は
、
一
九
一
六
年

譲
置
さ
れ
、
一
九
二
ｕ
年
報
告
菩
を
提
山
し
た
が
、
労
働
者
経
営
参
加
に
関
し
て
は
、
次
の
二
つ
を
勧
皆
し
た
。
○
Ｄ
充
分
に
組
紬
さ

れ
打
に
峰
業
に
共
同
産
業
会
議
（
言
｛
鼻
宇
｛
豪
↓
ユ
巴
Ｏ
◎
；
ｏ
ｅ
を
設
湿
す
る
こ
と
、
の
工
業
経
営
に
於
て
、
労
使
双
方
の
代
表
考
を

も
つ
て
構
成
す
る
職
場
委
員
会
（
考
◎
Ｈ
江
Ｏ
◎
昌
旨
奉
鶉
）
を
設
立
す
ろ
こ
と
、
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
各
産
業
に
、
全
国
的
並

び
に
地
域
的
共
同
産
業
会
議
、
各
職
場
に
職
場
委
員
会
を
設
置
す
る
と
言
う
構
想
で
あ
っ
た
。
当
向
の
課
魑
と
し
て
は
、
職
場
委
員

会
の
み
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
職
場
委
員
会
は
労
使
の
協
議
機
関
で
あ
り
、
阜
、
の
〔
的
は
、
ｍ
労
働
者
に
広
く
職
場
の
事
竹
に
関

心
を
も
壮
」
せ
、
責
任
観
を
一
層
強
め
る
こ
と
、
の
全
国
的
叉
は
地
域
的
関
係
当
局
者
ズ
締
紺
し
ル
」
労
働
協
約
の
渚
事
項
を
実
施
す
る

こ
と
、
卿
摩
擦
を
避
け
誤
解
を
防
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
本
来
団
体
交
渉
の
対
線
と
｝
Ｑ
ぐ
ノ
ｄ
労
賃
並
び
に
そ
の
他
、
り
労

働
条
作
に
つ
い
て
は
、
関
与
し
な
い
。
ホ
ィ
ッ
ト
レ
ー
委
員
会
の
こ
の
勧
告
に
よ
っ
て
、
第
一
次
大
戦
時
申
職
場
委
員
会
の
設
澄
が

促
進
せ
ら
れ
、
そ
の
数
も
激
璃
し
た
が
、
一
九
二
六
年
の
ゼ
ネ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
　
一
時
そ
の
発
展
が
中
断
せ
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
第

二
次
世
界
大
戦
勃
発
ま
で
の
期
間
に
於
て
は
、
職
場
委
員
会
の
協
議
事
項
が
、
承
認
せ
ら
れ
だ
労
働
条
件
の
履
行
と
福
利
厚
生
問
題

　
　
経
営
参
加
と
労
伽
協
約
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
（
四
六
九
）

…

山
…ｕ

■

一
…｝

阯

」

」

、
一



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
策
四
魯
・
第
四
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
（
四
七
〇
）

に
．
眼
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
は
、
軍
需
産
業
に
於
け
る
生
産
瑚
大
ｏ
攻
諦
に
従
つ
て
、
専
ら
生
外
増
弧
を

主
眼
と
す
る
共
同
生
産
委
員
会
（
言
｛
鼻
宰
ｏ
ま
９
昌
Ｑ
◎
昌
邑
け
け
８
）
が
著
し
い
発
展
を
遂
げ
た
。
一
九
門
二
年
し
匂
現
在
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
Ｊ

．
て
、
岬
、
一
六
九
の
共
同
生
潅
委
員
会
が
私
企
業
に
組
織
さ
れ
、
こ
れ
に
関
係
す
る
労
働
者
は
、
約
二
冑
五
十
万
人
に
ぷ
し
に
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
終
緕
後
は
、
か
か
る
共
同
生
潅
委
員
会
の
多
数
が
郷
体
さ
れ
た
が
、
や
が
て
職
場
に
於
け
る
労
彼
協
論
機
関
と

し
て
○
同
様
な
る
委
員
会
が
、
戦
後
に
於
て
も
必
要
な
る
所
以
が
認
識
さ
れ
る
に
至
り
、
米
悶
と
は
反
対
に
、
職
場
姿
賢
会
の
如
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
註
二
〕

必
使
協
議
機
関
が
復
活
す
る
二
と
と
な
つ
た
。
一
方
全
国
共
同
諮
閉
会
議
（
１
き
◎
量
二
◎
一
暮
＞
寺
げ
冒
べ
Ｏ
◎
昌
ｏ
ｅ
ポ
こ
の
問

、
顯
を
と
り
あ
げ
、
一
九
四
し
年
一
月
、
関
係
使
用
考
組
含
並
び
に
労
働
組
含
の
双
方
に
か
か
る
労
便
協
議
機
関
の
設
雌
を
勧
缶
し
た
。

全
国
共
同
諮
問
会
議
が
設
砥
を
勧
告
し
た
労
使
協
議
機
関
の
組
繊
並
び
に
性
格
は
、
次
の
如
き
も
の
で
あ
つ
た
ｏ
ｏ
じ
か
か
ゐ
機
関
は
任

意
的
且
諮
問
的
性
格
の
も
の
た
る
こ
と
、
の
労
働
条
件
等
の
如
き
元
来
正
規
の
団
体
交
渉
に
よ
つ
て
処
理
さ
れ
る
沽
閉
綱
”
は
蚊
扱
わ

れ
い
こ
と
、
側
各
産
業
毎
に
、
正
規
の
団
体
交
渉
に
よ
っ
て
実
惜
に
最
も
適
応
す
る
よ
う
な
機
関
を
設
置
せ
し
め
る
二
と
と
し
、
特

に
か
か
る
機
関
を
職
場
単
位
で
設
立
し
た
方
が
よ
い
か
、
叉
は
そ
れ
よ
り
一
属
広
い
地
域
を
単
位
と
し
て
組
繊
し
た
方
が
よ
い
か
、

そ
の
何
れ
を
選
ん
だ
方
が
最
適
で
あ
る
か
の
決
定
は
、
各
産
業
に
二
任
す
る
こ
と
。
叉
か
か
る
労
使
協
議
機
関
の
協
議
事
項
と
し
て

け
、
ｍ
労
働
者
の
安
全
、
保
健
、
福
祉
、
の
訓
練
、
教
育
、
就
業
規
川
そ
の
他
の
人
事
閉
概
、
側
生
バ
方
法
の
改
蒋
、
牛
杉
時
閉
の

、
妙
大
限
利
用
、
原
料
の
経
済
的
利
用
等
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
勧
沓
は
各
企
業
に
於
け
る
労
使
協
議
会
の
発
蜂
に
沽
車
を
か
け

る
こ
と
と
な
つ
た
が
、
政
府
も
叉
か
か
る
機
関
の
進
展
を
促
進
助
長
す
る
た
め
に
遮
当
な
榊
厳
を
講
じ
て
い
る
９
則
ら
労
働
大
臣
は
、

全
国
共
同
諮
問
会
議
の
勧
皆
の
線
に
副
う
て
労
使
協
議
機
関
の
設
砥
を
促
進
す
る
た
め
に
は
如
何
な
る
抑
低
を
と
一
り
、
へ
、
じ
か
を
、
大

，
産
業
に
於
け
る
全
悶
的
労
使
団
体
に
諮
閉
し
、
一
方
各
経
営
者
並
び
に
そ
の
労
働
者
に
対
し
て
は
、
労
使
協
議
機
関
の
入
旨
、
目
的
、



仙
仙
を
充
分
に
丁
帥
せ
し
め
、
各
｛
業
に
於
て
か
か
４
機
関
の
談
雌
に
関
す
る
協
約
か
関
係
団
休
…
…
に
締
糾
・
こ
ハ
パ
…
へ
ら
ば
、
逃
が

に
二
れ
に
従
っ
て
、
何
々
■
ｏ
経
常
に
そ
れ
を
試
立
す
る
た
め
○
あ
ら
リ
る
奨
励
と
披
功
と
を
与
え
る
旨
を
保
託
す
一
り
二
・
一
し
に
よ
っ
て
、

二
れ
に
闘
す
る
関
心
を
｛
め
る
二
亡
に
努
力
し
つ
つ
あ
る
。

　
以
上
が
英
旧
に
於
け
る
経
営
協
峠
繭
会
い
坦
状
で
あ
１
４
。
　
二
れ
に
よ
つ
て
英
国
○
経
営
槻
議
会
は
、
・
王
と
し
て
｛
業
別
労
働
協
約
に

よ
っ
て
設
雌
さ
れ
ろ
も
○
で
あ
り
、
労
使
双
方
い
代
夫
妻
員
を
も
つ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
そ
い
性
格
は
、
共
同
決
牢
。
で
は
な
く
で
、
、

協
刀
、
Ｕ
範
囲
を
山
で
な
い
も
の
で
あ
ゐ
二
と
を
如
る
で
あ
わ
う
。
協
議
事
．
填
と
し
て
は
、
大
体
全
国
共
同
諮
閑
会
議
の
ー
提
案
が
枢
用

壮
．
ら
れ
、
元
来
固
休
交
沙
一
■
対
尖
二
し
、
へ
ろ
ぷ
閉
脳
は
、
攻
似
わ
な
い
こ
・
二
が
特
ｈ
で
あ
ゐ
。
化
胴
有
熔
業
に
於
け
る
経
営
参
加
は
、

渋
律
に
、
ふ
つ
て
規
定
さ
れ
る
●
１
、
、
、
川
○
課
腫
と
は
な
ら
１
仁
い
。

　
、
リ

　
Ｈ
　
二
れ
に
属
す
ろ
代
麦
国
は
、
ス
エ
ー
、
テ
ン
、
ノ
ー
ル
ゥ
ェ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
○
ス
ヵ
ン
ヂ
ナ
ビ
ャ
泌
旧
で
あ
る
。
二
れ
ら
い

　
〔

諮
国
に
於
け
る
経
営
参
加
は
、
先
に
も
指
、
伽
し
た
如
く
、
労
使
双
方
Ｏ
糾
含
○
全
閑
、
的
巾
火
機
凶
が
締
沽
し
一
」
企
閑
的
労
働
協
約
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
）

よ
っ
て
実
施
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
搦
況
は
次
の
通
り
で
あ
る
ｏ

　
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ビ
ヤ
諾
国
に
於
て
は
、
労
便
関
係
が
全
国
的
労
働
組
含
中
火
機
関
し
一
全
Ｎ
．
”
使
用
考
組
含
，
甲
火
機
関
・
、
し
の
団
休
交
沙

に
よ
つ
て
決
定
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
組
含
運
動
が
五
十
余
年
の
歴
史
と
伝
続
を
誇
つ
て
い
、
関
係
も
あ
ろ
が
、
労
使
両
組
含
○
紅
縦

卒
の
高
い
こ
と
も
兇
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
ス
ェ
ｉ
デ
ン
に
於
て
は
、
労
働
者
の
九
．
八
％
、
か
労
働
総
同
鯛
に
加
入
し
て
わ
り
、

一
方
経
営
着
連
蝿
に
は
、
殆
ん
ど
す
、
べ
て
の
産
業
を
代
表
す
る
使
用
者
が
加
踊
し
て
い
る
。
二
れ
ら
巾
火
機
関
い
組
含
員
に
対
す
る

統
制
力
は
強
大
で
あ
り
・
ス
ェ
ー
デ
ン
・
ノ
ー
ル
ウ
ニ
ー
両
国
の
使
用
者
は
・
経
賞
者
運
明
皿
の
承
諾
な
く
し
て
斯
労
、
働
協
約
を
納
緒

し
得
な
い
と
言
わ
れ
る
。
か
か
る
事
惜
か
ら
、
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ビ
ァ
諾
国
に
於
て
は
、
労
便
そ
れ
ぞ
れ
の
組
含
、
い
全
困
的
中
央
漕
闘
に

　
　
　
経
営
参
加
と
労
伯
協
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
並
（
四
七
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
策
四
替
・
箪
四
吾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
（
四
七
二
）

、
よ
る
全
国
的
労
働
協
約
を
通
じ
て
、
各
個
経
営
単
位
に
於
け
る
労
働
者
経
営
参
加
が
可
能
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
叉
全
国
的
協
約
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
効
果
は
、
立
法
捲
置
に
よ
る
場
含
と
実
質
的
に
は
同
一
で
あ
る
。

　
戦
後
に
於
け
る
か
か
る
全
国
的
協
約
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
於
て
、
一
九
四
七
年
六
月
六
日
、
経
営
者
連
盟
と
労
働
総
同
堕
と
の
間

に
締
結
さ
れ
、
同
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
ス
ェ
ー
デ
ン
に
於
て
は
、
　
一
九
四
六
年
八
月
三
十
日
、
経
営
者
連
明
肌
が
、
労

働
総
同
盟
並
び
に
職
員
労
働
組
含
と
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
協
約
を
締
結
し
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
協
約
の
実
施
に
は
、
中
央
機
関
に
加
盟

し
て
い
る
各
組
含
の
同
意
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
叉
一
九
四
五
年
十
二
月
七
日
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
経
営
者
連
盟
と
労

働
総
同
盟
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
協
約
は
、
一
九
五
〇
年
九
月
二
十
二
日
の
新
協
約
に
よ
つ
て
更
新
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
全
国
的

鮒
労
働
協
約
に
よ
っ
て
、
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ビ
ヤ
諾
国
の
経
営
協
議
会
に
関
す
る
諾
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
ス
ェ
ー
デ
ン
、

デ
ン
マ
ー
ク
両
国
に
於
て
は
、
従
業
員
二
五
人
以
上
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
で
は
従
業
員
五
〇
人
以
上
の
経
営
に
、
そ
れ
ぞ
れ
経
営
協
議

会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
何
れ
も
労
使
双
方
の
代
表
委
員
を
も
つ
て
構
成
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
定
員
、
労
使
代

表
委
員
の
比
率
、
選
出
方
法
は
、
こ
れ
ら
三
国
に
於
て
、
必
し
も
同
一
で
は
な
い
。
そ
の
主
要
目
的
は
、
生
産
性
向
上
の
た
め
の
労

使
協
力
関
係
の
促
進
に
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
協
議
機
関
で
あ
り
、
諮
間
的
の
も
の
で
、
共
同
決
定
は
行
わ
れ
打
い
、

協
議
事
項
と
し
て
は
、
杜
会
的
人
事
的
・
経
済
的
事
項
に
亘
つ
て
わ
り
、
極
め
て
広
汎
で
あ
る
が
、
英
困
と
同
様
、
組
含
の
団
休
交

渉
に
於
て
と
り
上
げ
ら
れ
、
労
働
協
約
の
前
象
と
な
る
よ
う
な
譜
問
題
は
敢
扱
わ
な
い
。
例
え
ば
賃
金
、
．
労
働
時
間
等
労
働
条
件
に

．
関
す
る
諾
間
題
が
こ
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
杜
会
的
事
項
に
っ
い
て
は
、
主
と
し
て
安
全
衛
生
叉
は
企
業
内
の
職
業
指
導
等
が
敢
扱
わ

れ
、
職
場
に
於
け
る
労
使
友
好
関
係
の
促
進
或
は
時
と
し
て
就
業
安
定
が
間
題
と
な
る
。
人
事
的
事
項
に
っ
い
て
は
、
解
約
告
知
保
護

め
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
ス
ェ
ー
デ
ン
に
於
て
は
、
操
業
を
一
時
的
叉
は
永
続
的
に
停
止
し
た
り
、
大
規
模
の
操
短
を

’



実
枕
す
る
い
や
む
れ
き
に
至
る
場
合
、
経
営
協
議
会
は
、
事
前
に
，
こ
の
閉
趣
を
討
議
し
れ
け
れ
ば
れ
ら
汀
い
。
か
か
る
場
含
に
は
、

当
然
解
雇
が
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
九
カ
月
以
上
就
業
し
た
労
働
者
を
解
雇
し
灯
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
は
、
少
く
と
も
二
週
間
以
、

前
に
、
彼
用
考
は
絡
営
協
議
会
の
猪
働
者
代
表
委
員
に
そ
の
旨
を
通
告
す
る
二
と
を
吸
す
る
。
通
知
に
基
い
て
、
経
営
協
議
会
は
二

の
閉
趣
牟
一
討
議
し
、
使
用
考
側
の
解
雇
理
由
に
納
得
が
い
か
れ
い
場
含
、
二
れ
を
労
働
市
場
委
員
会
の
寮
議
に
附
す
る
。
労
働
市
場

委
員
会
は
、
労
使
双
方
の
全
国
組
合
巾
央
機
関
の
代
夫
者
を
も
つ
て
組
総
さ
れ
る
常
訣
的
機
関
で
、
経
営
協
議
会
や
労
働
協
約
の
解

釈
に
っ
い
て
連
絡
調
整
を
行
う
全
同
的
機
関
で
あ
る
。
操
短
の
た
め
解
雇
せ
ら
れ
た
労
働
者
が
、
岬
ケ
月
以
内
に
再
雇
傭
さ
れ
る
場

含
は
、
経
営
協
誘
会
が
誰
を
再
雇
傭
す
、
へ
き
か
を
決
定
す
る
。
経
済
的
班
項
に
関
す
る
宗
議
は
、
特
に
重
嘆
視
さ
れ
る
。
使
用
考
側

か
ら
提
出
さ
れ
ろ
営
業
報
皆
そ
の
他
の
関
係
報
告
を
中
心
に
討
議
か
行
わ
れ
、
ス
エ
ー
デ
ン
に
於
て
は
、
バ
ラ
ン
ス
・
シ
ー
ト
や
損

益
計
算
蕃
か
闘
覧
さ
れ
る
。
尤
も
公
表
す
れ
ば
使
用
者
側
に
損
害
を
与
え
る
よ
う
な
報
告
書
は
提
出
す
る
必
典
は
れ
い
。
労
働
考
代

表
委
員
は
、
秘
密
を
厳
守
す
る
義
務
を
負
う
。
叉
経
営
協
議
会
の
・
王
た
る
目
的
が
生
産
性
の
向
上
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め
の
技
術

的
改
善
に
つ
い
て
協
議
し
、
経
営
協
議
会
と
し
て
、
使
用
者
に
一
定
の
勧
告
を
行
う
場
合
も
あ
る
。
倫
経
営
協
議
会
の
運
営
手
続
、

経
営
者
並
に
労
働
考
に
対
す
る
責
任
等
に
つ
い
て
は
、
協
約
で
そ
の
詳
細
が
定
め
ら
れ
る
。

　
以
上
が
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ビ
ヤ
諮
国
に
於
け
る
経
営
協
議
会
の
大
要
で
あ
る
。
現
在
ス
ェ
ー
デ
ン
に
は
、
建
築
業
を
除
き
、
山
林
、
農

業
、
交
通
等
の
東
処
産
業
に
約
三
干
の
経
営
協
議
会
が
設
立
さ
れ
て
わ
り
、
こ
れ
は
更
に
約
州
干
に
ま
で
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
と

言
わ
れ
る
が
、
何
れ
も
最
近
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
で
は
、
経
営
協
議
会
が
現
在
八
百
を
数
え
て
い
る
が
、
そ

の
、
つ
ち
懐
か
一
割
か
活
動
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
推
算
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
経
営
協
議
会
は
、
労
使
協
力
関
係
の
促
進
、
什

産
性
向
上
の
た
め
の
す
ぐ
れ
た
手
段
と
し
て
、
一
般
に
所
期
の
目
的
を
達
成
し
っ
っ
あ
る
と
青
わ
れ
る
。
し
か
し
労
使
の
一
部
で
は

　
　
経
営
参
加
と
労
伽
協
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
（
四
七
三
）



　
　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
錐
四
魯
・
錐
四
吾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
（
四
七
四
）

経
営
協
議
会
に
－
対
し
一
、
不
安
を
い
、
だ
い
て
い
る
向
も
あ
る
。
即
ち
使
用
者
側
は
、
経
営
協
議
会
に
営
業
報
皆
そ
の
他
の
報
告
書
の
提
、
一
一

出
を
牒
蹄
し
、
労
働
組
含
側
も
、
労
働
協
約
の
対
象
－
、
し
な
る
卒
項
は
討
議
し
れ
い
こ
と
に
な
つ
て
い
る
と
は
言
え
、
経
営
協
議
会
で

は
、
二
れ
ら
に
っ
い
て
も
閉
魍
に
し
な
け
れ
ば
穴
ら
灯
い
班
情
に
立
到
り
、
そ
の
給
果
組
合
活
動
が
制
隈
さ
れ
る
虞
れ
の
あ
る
旨
を
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８
）

指
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し
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い
み
Ｃ
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Ｈ
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＞
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．
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ｏ
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．
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甲
・
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軍
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§
室
邑
戸
ぎ
一
Ｈ
暮
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・
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宍
・
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・
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電
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．

　
　
　
　
　
○
評
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、
◎
勺
。
、
芝
昌
ぎ
冒
ま
弩
×
・
毛
二
Ｎ
』
・
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∴
国
事
ユ
ｏ
ｑ
一
寧
四
・
Ｏ
・
ｃ
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◎
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．
ミ
中
ヨ
　
労
働
省
編
集
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労
働
時
報
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第
ｂ
巻
第
一
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、
一
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七
頁
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勺
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量
竈
◎
箏
ぎ
旨
｛
易
け
『
￥
？
ｃ
◎
ｃ
◎
．

　
７
　
ｏ
戸
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巨
・
■
｝
す
・
Ｏ
申
一
〇
◎
－
◎
ｏ
ｏ
§
弐
◎
目
ぎ
冒
｛
畠
言
ぺ
・
勺
勺
・
全
甲
Ｓ
一
一
肘
饒
げ
ユ
ｏ
ｑ
’
ｐ
．
宰
○
１
ｏ
り
○
り
．
；
甲
ミ
り
．
　
○
巴
ｏ
箏
吻
◎
Ｐ
≦
、
二
〇
◎
冒
勺
彗
黒
｛
＜
ｏ

　
　
　
　
　
■
ま
◎
・
く
９
、
・
昌
・
募
二
８
ド
署
．
冨
Ｎ
ふ
◎
．
し
窒
－
芦

　
ひ
　
　
Ｏ
巴
ｎ
箏
。
。
◎
Ｐ
１
く
・
｝
Ｏ
◎
冒
℃
讐
『
９
才
ｏ
■
讐
げ
ｏ
『
竃
◎
＜
ｏ
目
Ｉ
ｏ
箏
身
．
－
ｏ
い
ド
り
勺
．
－
¢
ｏ
ー
ゆ
べ
．

　
〔
訂
二
　
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
法
律
は
、
最
初
英
・
米
両
ヒ
ロ
領
地
城
の
み
に
適
川
せ
ら
れ
た
が
、
一
九
五
三
年
四
月
二
十
三
目
の
連
邦
法
に
よ

　
　
　
　
　
つ
て
、
仏
占
領
地
域
に
も
拡
大
適
用
さ
れ
（
話
ｒ
雪
ま
９
弩
訂
家
暫
団
Ｐ
孝
．
＝
．
６
鼻
Ｏ
り
Ｃ
り
」
・
。
・
。
－
・
。
心
）
、
　
現
在
で
は
、
酉
独
全
域
に
適

　
　
　
　
　
用
さ
れ
る
運
邦
法
と
な
つ
て
い
る
◎

　
〔
訂
一
〕
　
全
国
共
同
諮
岬
公
議
は
、
　
一
九
三
九
年
十
月
設
置
さ
れ
た
。
全
旧
的
次
元
の
労
伽
協
議
機
関
で
あ
る
。
最
初
　
軍
一
ま
｝
目
Ｂ
Ｅ
◎
烹
易
、



○
昌
箒
守
ｓ
ユ
ｓ
曲
び
に
箏
註
・
ｃ
己
ｇ
ｏ
ｇ
唱
婁
の
斧
代
表
十
五
人
を
も
つ
て
構
成
さ
れ
、
諮
問
機
関
と
し
て
、
労
使
に
共
通
利
害
関

係
を
も
つ
す
べ
て
の
事
巧
、
を
協
議
し
、
年
四
州
会
汐
を
閉
催
し
た
。
一
九
四
六
年
七
月
、
検
後
労
伽
問
腿
の
重
理
性
に
鰐
み
、
再
糾
繊
さ
れ
、

労
俳
双
与
の
委
い
、
が
、
斉
々
十
七
人
に
増
け
さ
れ
て
今
巨
に
至
つ
て
い
る
。
ｏ
戸
－
己
易
ぎ
当
｝
９
娑
一
◎
勇
籟
彗
事
８
汗
勺
で
・
冨
．
弄

三

　
先
に
保
〃
し
レ
」
我
旧
の
終
営
協
沙
．
火
ム
に
つ
い
で
、
、
次
に
概
泌
す
ろ
二
－
戸
し
・
、
ノ
」
し
、
、
一
う
、

　
我
同
に
於
け
る
経
営
慨
諦
会
○
最
初
○
も
、
い
と
し
で
、
は
、
明
治
二
卜
九
午
減
淵
抑
緕
人
．
＾
糺
い
合
工
場
に
誤
螢
さ
れ
一
」

員
会
、
職
工
使
用
人
救
済
委
員
会
、
意
思
疎
適
委
員
公
等
が
、
二
れ
に
杣
肖
す
ろ
で
・
シ
り
う
。
一
一
「
、
○
後
類
似
〇
一
姿
員
会
が
、
若
．
十
い

工
場
で
組
繊
さ
れ
て
い
る
が
、
何
れ
も
散
発
灼
１
、
い
も
○
に
す
ぎ
な
シ
っ
た
。
こ
れ
が
一
般
灼
に
東
双
祖
廿
、
ら
、
れ
ろ
に
至
っ
壮
」
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

第
一
次
廿
外
大
戦
以
後
で
あ
仙
。
即
．
ち
■
戦
後
労
働
糾
合
運
鋤
が
擦
頭
し
、
労
働
争
議
○
頻
発
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
、
そ
の
対
災
、
い

一
つ
と
し
て
、
経
賞
槻
議
会
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
に
至
つ
だ
の
で
あ
る
。
大
正
八
年
に
は
、
内
務
省
私
案
○
労
働
委
員
会
法
案
、
か
発

表
せ
ら
れ
、
説
九
年
頃
か
ら
工
場
委
貝
会
又
は
懇
談
会
の
名
称
の
下
に
、
官
営
、
民
営
ｏ
沽
工
場
に
こ
れ
が
誤
置
さ
れ
た
。
大
正
．
八

年
に
は
民
業
に
於
て
二
一
、
大
正
九
年
に
は
官
民
業
を
通
じ
で
、
二
一
二
を
数
え
た
と
善
一
〕
わ
れ
る
。
そ
ｏ
後
陸
業
の
不
況
・
、
し
深
刻
な
労
榊

不
安
の
巾
”
一
、
し
、
労
働
者
側
か
ら
工
場
委
員
会
に
対
す
る
積
極
約
以
一
裏
が
緯
り
、
大
正
一
十
、
一
年
に
は
、
四
五
が
新
設
さ
れ
た
。
し
か
し

大
、
正
十
一
年
以
後
バ
々
が
一
攻
と
深
刻
化
す
る
に
及
ん
で
、
資
本
攻
勢
が
倣
大
と
れ
り
、
．
方
左
翼
急
進
．
分
子
の
活
跳
で
、
発
途
淡

上
に
あ
っ
だ
か
か
ゐ
工
秘
一
．
姿
員
公
は
、
到
底
本
来
の
機
能
を
発
挿
す
る
ブ
．
・
、
し
か
不
可
帷
と
ケ
り
、
労
使
双
方
の
黙
意
の
喪
失
と
・
、
－
一
・
戸
。

に
、
そ
○
発
展
は
一
概
挫
を
辛
に
し
ル
に
。

　
　
　
経
営
参
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伽
協
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三
九
（
四
七
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
替
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
（
四
七
六
）

　
岬
和
六
年
満
洲
事
変
の
勃
発
と
と
も
に
、
こ
の
制
度
が
再
び
一
般
の
関
心
を
呼
び
、
昭
和
七
年
か
ら
十
年
ま
で
・
毎
年
平
均
二
１

の
増
加
を
見
る
よ
う
な
状
態
と
な
っ
た
。
み
、
の
原
因
の
一
つ
に
は
、
当
時
に
於
け
る
労
働
組
含
運
動
の
穏
健
化
・
右
翼
化
が
注
目
膏

れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
戦
時
休
制
の
進
展
に
っ
れ
、
遂
に
産
業
報
国
会
の
中
に
吸
牧
さ
れ
る
の
や
む
な
き
に
至
つ
た
。
こ
れ
ら
の

工
場
委
員
会
は
、
大
部
分
事
業
主
の
発
意
に
よ
り
談
立
さ
れ
た
も
の
で
、
労
働
委
件
、
福
利
施
設
並
び
に
作
業
能
卒
等
に
つ
い
て
協
・

議
す
る
諮
問
機
関
叉
は
単
れ
る
協
調
乃
至
親
睦
機
関
で
あ
っ
た
。
構
成
は
、
労
使
代
表
委
員
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
る
も
の
が
大
多
数

で
あ
っ
た
が
、
労
働
組
含
の
こ
れ
に
対
す
る
関
心
は
、
比
較
的
薄
く
且
消
極
的
で
あ
り
、
労
使
間
の
意
思
疎
通
・
待
遇
改
善
等
に
良

梓
な
成
績
を
あ
げ
た
も
の
は
、
専
ら
事
業
主
の
道
義
心
乃
至
温
借
に
帰
因
し
た
と
言
わ
れ
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
敗
戦
後
の
経
営
協
議
会
は
、
労
働
組
含
法
そ
の
他
の
労
働
法
規
の
制
定
と
と
も
に
、
世
界
に
比
類
な
き
曜
進
を
遂
げ
た
労
働
組
合

運
動
を
墓
に
、
戦
前
と
は
全
く
異
る
様
相
室
つ
て
、
花
・
し
く
登
場
し
た
８
ち
労
働
組
含
・
特
に
当
初
は
姦
的
急
進
的
労

働
組
合
の
積
極
的
、
玖
望
の
下
に
、
労
働
協
約
に
よ
つ
て
設
置
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
労
働
協
約
に
よ
つ
て
労
働
者
の

経
営
参
加
を
目
的
と
す
る
経
営
協
議
会
の
設
置
を
協
定
す
る
こ
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
企
業
別
組
含
が
全
体
の
約
八
○
完
以
上
を
中

有
し
て
い
る
我
国
の
現
状
で
は
、
経
営
協
議
会
が
、
事
実
上
企
業
単
位
の
労
働
協
約
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

、
、
の
点
米
国
の
事
情
に
近
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
昭
和
二
十
年
十
月
、
生
産
管
理
の
最
初
の
事
例
と
言
わ
れ
る
読
売
新
聞
従
業

員
組
含
の
第
一
次
争
議
が
同
年
十
二
月
安
結
し
た
際
、
そ
の
協
定
覚
書
中
に
、
　
「
杜
長
と
従
業
員
代
表
と
を
も
っ
て
組
織
す
る
経
営
■

協
議
会
を
設
置
し
、
編
集
及
び
業
務
に
関
す
る
重
要
事
項
を
協
議
す
る
」
と
言
う
一
項
目
が
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
労
働
組
含
側
の

経
営
参
加
の
手
段
と
し
て
の
経
憤
協
議
会
に
対
す
る
要
望
を
伺
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
頻
発
し
た
労
働
争
議
の
要
率

事
項
と
し
て
、
経
営
参
加
を
掲
げ
る
も
の
が
多
く
、
叉
生
産
管
理
が
激
増
し
た
が
、
か
か
る
情
勢
の
下
に
、
戦
後
の
経
営
協
議
会
が
一



急
速
に
工
場
、
事
業
場
に
設
置
さ
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
経
営
協
議
会
は
、
杜
会
的
・
人
事
的
．
経
済
的
諾
事
項
に
っ

い
て
協
議
す
ろ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
労
働
条
件
並
び
に
人
事
の
決
定
等
に
関
し
て
は
、
共
同
決
定
を
認
め
ら
れ
た
も
の
も
決
し
て
稀

れ
で
は
れ
か
っ
た
。
従
っ
て
本
来
団
体
交
渉
の
対
銀
と
れ
る
亭
項
ま
で
、
経
営
協
議
会
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
旧
労
働
組

合
法
（
第
二
十
二
条
）
で
、
か
か
る
経
営
協
議
会
の
決
定
し
た
労
働
条
件
に
関
す
る
基
準
を
労
働
協
約
に
於
け
る
規
範
的
事
項
と
見
な

し
、
こ
れ
に
規
範
的
効
力
を
附
与
し
て
い
た
の
は
、
か
か
る
事
借
の
尺
映
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
く
の
如
く
初
期
の
経
営
協
議
会
は
、
非
常
に
広
汎
な
問
魎
を
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
や
性
格
は
、
も
と
よ
り
各
・

企
業
に
於
て
多
種
劣
様
で
あ
っ
た
。
政
府
も
経
営
協
議
会
の
重
班
性
を
認
識
し
、
昭
和
二
十
一
年
六
月
十
三
日
、
激
化
す
る
暴
カ
デ

モ
や
生
産
管
珊
を
否
認
し
た
「
杜
会
秩
序
保
持
に
関
す
る
声
明
一
の
中
で
、
労
働
争
議
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
労
使
代
炎
を
も

つ
て
構
成
す
る
経
賞
協
議
会
の
譲
畳
を
勧
奨
し
た
。
叉
同
日
内
閣
書
記
官
長
は
、
経
蛍
協
議
会
に
関
す
る
政
府
の
構
想
を
、
談
話
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

し
て
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
｛
、
ｍ
経
営
協
議
会
は
、
必
使
同
数
の
代
表
委
員
を
も
つ
て
構
成
さ
れ
、
各
企
業
の
実
休
に
却
し
た

弾
力
性
を
も
っ
こ
と
、
の
蛍
働
条
件
、
能
卒
向
上
、
作
業
条
作
の
含
理
化
、
生
湊
計
画
、
生
産
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
協
議
す
る
、

側
企
業
の
全
体
的
計
画
、
経
理
状
態
、
人
事
の
一
般
的
方
針
等
を
報
告
説
明
す
る
、
側
労
働
者
の
意
向
を
と
り
入
れ
、
主
と
し
て
生

産
の
増
弧
に
資
、
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
伺
協
議
決
定
し
た
こ
と
は
、
双
方
責
任
を
も
っ
て
こ
れ
を
実
行
す
る
と
言
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
う
し
て
六
月
十
七
日
厚
生
大
臣
か
ら
申
央
労
働
委
員
会
に
、
　
「
経
営
協
議
会
の
組
繊
運
営
に
関
す
る
参
考
例
」
の
作
成
、

が
諮
問
さ
れ
た
が
、
中
労
委
は
、
小
委
員
会
を
設
置
し
て
こ
の
問
趣
を
審
議
し
た
緕
果
、
七
月
十
七
日
答
申
案
を
決
定
し
た
。
　
「
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

営
協
議
会
指
針
」
が
二
れ
で
あ
仙
。
こ
れ
は
主
と
し
て
株
式
会
杜
を
基
準
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
両
の
課
題
に
と

つ
て
、
労
働
協
約
に
よ
る
経
営
協
議
会
の
設
澄
を
強
調
し
た
点
で
注
目
に
値
い
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
大
要
を
説
明
す
れ
ば
、
経
・

　
　
経
営
参
加
と
労
伽
協
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
（
四
七
七
）



　
　
　
立
命
餓
経
済
学
（
第
四
魯
．
第
凹
ザ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
（
四
七
八
）

営
協
議
会
は
産
業
氏
、
王
化
の
精
神
に
基
き
労
働
者
と
し
て
事
業
の
経
営
に
参
画
せ
し
め
る
た
め
、
使
用
者
と
労
働
組
含
と
の
協
約
に

よ
つ
て
設
け
ら
れ
る
常
紋
的
協
議
機
闘
で
あ
る
。
性
格
は
、
単
な
る
懇
談
会
や
諮
問
機
関
で
は
な
１
く
、
労
使
平
等
の
立
場
か
ら
隔
煎

な
工
吋
、
意
児
の
閉
陳
に
よ
り
諒
解
を
成
立
せ
し
め
る
機
関
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
つ
て
会
杜
斡
部
の
統
持
権
又
は
職
責
に
は
何
等
」

の
変
化
も
な
い
。
経
営
協
議
会
は
、
労
使
双
方
の
代
表
者
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
委
員
数
は
協
約
で
任
意
に
定
め
・
必
ず
し
も

双
方
同
数
た
る
二
と
を
攻
し
な
い
。
経
営
参
加
の
範
踊
は
、
労
働
時
間
、
賃
金
の
支
払
方
法
そ
の
他
の
労
働
条
件
の
遮
正
化
・
労
働

衛
生
、
生
産
計
蘭
、
職
制
を
含
む
人
事
、
利
益
配
当
等
に
亘
り
得
る
が
、
具
体
的
に
は
協
約
で
決
定
す
れ
ば
よ
い
。
そ
の
際
人
専
に

っ
い
て
は
、
同
パ
体
的
人
箏
を
議
す
る
こ
と
は
弊
害
を
伴
う
の
で
、
一
般
的
基
準
を
協
約
で
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
、
重
役
．

そ
の
他
会
杜
幹
部
の
人
事
を
協
議
す
る
こ
と
も
、
違
法
で
は
な
い
が
、
会
杜
の
定
款
と
の
関
係
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を

勧
告
し
た
。
叉
別
に
会
杜
経
理
の
公
閉
と
報
告
が
処
望
せ
ら
れ
て
い
る
。
決
議
は
満
場
一
致
を
も
つ
て
行
う
こ
と
を
通
例
と
す
る
。

多
数
決
に
よ
る
決
議
は
、
緕
局
問
趣
を
後
に
残
す
の
で
、
望
ま
し
く
な
い
。
決
議
の
効
力
は
、
労
働
協
約
と
同
一
で
あ
り
・
均
班
肴

双
方
誠
意
を
も
っ
て
実
現
に
っ
と
め
る
義
務
を
負
う
。
但
し
決
議
は
株
主
総
会
を
拘
束
し
な
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
経
営
協
議
会
が

労
働
協
約
に
よ
り
設
置
、
、
れ
、
単
な
る
諮
附
的
機
関
で
は
な
く
協
議
決
宗
。
機
関
で
あ
り
、
決
議
は
労
働
協
約
と
同
一
の
効
力
を
も
つ

点
に
特
芭
が
、
の
り
、
団
体
交
渉
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
も
、
協
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か

か
ウ
勺
拘
針
は
、
も
と
よ
り
法
的
拘
束
力
を
も
っ
も
の
で
は
な
く
、
関
係
当
事
者
の
単
な
る
参
考
に
資
す
る
に
過
芽
な
い
も
の
で
あ
つ

た
が
、
経
営
協
謙
会
に
一
定
の
某
準
を
与
え
、
４
、
の
含
現
的
運
営
を
図
る
た
め
に
役
立
つ
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
・

　
然
る
に
昭
和
二
十
二
年
所
謂
「
二
・
一
ゼ
ネ
ス
ト
禁
止
」
後
、
従
来
の
余
り
に
も
急
進
的
労
働
運
動
に
反
省
と
批
判
と
が
加
え
ら
れ
・
，

総
同
蛾
、
産
別
会
議
、
国
鉄
労
組
等
に
氏
主
化
運
動
が
展
開
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
一
方
昭
和
二
十
三
年
四
月
、
日
本
経
営
者
団
体
遷



禰
が
給
或
さ
わ
、
必
例
考
側
の
独
大
な
経
営
参
加
運
動
に
対
抗
し
て
、
経
常
権
い
擁
護
、
人
事
権
○
確
保
を
真
言
し
た
。
そ
の
、
緕
梁
．

経
常
参
加
い
…
概
が
、
労
働
協
約
の
締
紡
を
め
い
・
つ
て
、
一
時
労
使
紛
争
い
焦
点
と
れ
っ
た
。
日
経
連
は
、
昭
和
二
十
六
年
六
月
、

こ
○
閉
触
に
一
い
て
、
そ
ｏ
態
皮
を
表
明
し
た
が
　
（
「
労
働
協
約
改
訂
の
一
手
引
」
参
照
）
、
一
一
一
、
れ
に
よ
れ
ば
、
経
営
協
議
ハ
公
は
、
経
鴬
考
，

及
び
机
含
が
対
一
箏
〕
立
場
で
協
誠
す
る
労
灼
慨
約
上
の
共
同
の
機
関
で
◆
り
、
・
干
こ
し
て
、
労
働
条
什
○
■
含
碑
化
に
関
す
る
車
．
墳
を
企

業
い
内
部
、
で
平
和
的
に
処
理
す
る
二
と
を
目
的
と
す
る
。
化
っ
で
、
第
三
考
い
介
入
は
一
伽
刈
認
め
な
い
。
そ
う
し
一
一
、
そ
れ
は
、
め
く
し
一
、
一
で

協
議
機
関
一
一
し
、
決
牢
，
機
関
で
な
い
と
さ
れ
へ
、
か
か
る
倍
勢
の
、
十
に
於
て
、
弼
和
二
卜
四
年
七
月
六
日
発
せ
ら
れ
た
労
働
省
労
政
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｄ

長
■
い
「
労
い
糾
含
○
糾
紙
と
述
営
に
関
す
る
協
力
と
勧
告
の
実
施
に
つ
い
て
」
ケ
ハ
、
通
牒
は
、
経
営
協
議
会
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

兎
大
彩
絆
を
与
え
乙
も
○
で
あ
っ
ト
」
。
二
れ
は
、
経
営
協
議
八
以
が
夫
際
は
経
営
参
加
’
一
場
、
所
の
み
な
ら
ず
、
団
体
交
渉
や
紛
争
処
珊

機
関
と
化
し
、
木
来
○
仕
格
が
ボ
カ
さ
れ
て
い
る
緕
果
に
濫
み
、
そ
〇
二
分
化
を
勧
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
則
ち
仙
団
体
交
渉
に
対
一

し
て
交
渉
委
員
会
、
の
苦
怜
処
那
に
蝿
し
て
は
苦
俗
処
瑛
委
貰
会
、
岬
生
産
に
っ
、
い
て
は
生
産
委
員
会
を
そ
れ
ぞ
れ
譲
雌
、
一
，
”
り
。
デ
し

れ
に
よ
っ
て
生
産
委
員
会
が
、
従
来
の
紅
営
協
議
会
に
代
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
紅
合
の
意
見
を
反
映
す
ろ
助
青
、
諮
閉
○
機
関

に
す
ぎ
れ
い
も
の
で
あ
り
、
決
定
権
は
、
経
営
者
に
あ
る
と
さ
れ
ろ
。
時
を
同
じ
う
し
て
日
経
連
も
昭
和
二
十
閑
年
六
月
十
日
「
労

働
関
係
禰
整
に
関
す
ろ
指
針
」
に
於
て
、
従
来
の
方
針
を
修
正
し
、
経
営
協
議
会
を
廃
止
し
て
こ
れ
を
団
体
交
渉
、
苦
怜
処
理
機
関
、

生
産
委
員
会
い
三
木
立
と
す
る
態
皮
を
表
明
し
た
。
そ
う
し
て
や
む
な
く
経
営
協
議
会
を
存
続
す
ソ
り
必
処
、
い
あ
る
場
含
は
、
労
働
協

議
会
と
改
称
す
心
こ
と
が
遮
当
な
る
旨
を
附
言
し
た
。
更
に
翌
二
十
五
年
に
、
は
、
生
産
委
員
会
の
訣
雌
は
時
期
化
早
で
、
の
”
り
、
、
し
し
、

実
質
上
従
来
い
如
さ
経
営
協
議
会
は
、
こ
れ
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
態
、
度
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
日
経
連
の
か
か
る
態
皮
に
対
し
て
、
労
働
組
含
側
は
強
い
反
対
を
表
明
し
、
再
び
労
働
協
約
に
於
け
る
経
営
権
を
め
ハ
、
つ
て
の
紛
、
．

　
　
　
経
営
斧
加
と
労
仇
協
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
（
四
七
九
■
）



　
　
　
工
、
一
霧
経
済
学
（
第
墓
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爵
（
四
八
Ｏ
）

争
が
激
化
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
か
か
る
状
態
は
漸
次
緩
和
さ
れ
、
経
営
協
議
会
の
藩
も
蓑
し
た
が
・
そ
の
性
格
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

は
、
可
成
り
の
変
化
が
兇
ら
れ
伽
。
即
ち
初
期
の
如
き
高
度
の
経
営
参
加
を
認
め
る
も
の
が
後
退
し
・
生
産
協
力
的
の
も
の
が
搾

す
る
に
至
つ
だ
。
性
格
も
諮
問
的
の
も
の
が
多
く
且
労
働
省
の
勧
告
や
日
経
連
の
方
針
の
線
に
副
う
て
、
三
分
化
の
道
を
辿
る
傾
向
．

を
示
し
た
。
然
る
に
酉
独
の
共
同
決
定
法
や
経
営
組
織
法
に
よ
る
経
営
参
加
の
実
例
に
刺
戟
さ
れ
、
叉
他
而
に
於
て
は
緊
縮
政
策
に
よ

る
企
業
経
営
上
の
困
難
打
開
策
と
し
て
、
昭
和
二
十
九
年
幸
期
票
ら
、
経
営
訂
芦
的
と
す
る
経
営
協
議
会
が
・
労
使
双
方

吉
提
唱
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
現
在
総
評
は
こ
れ
長
対
し
て
い
る
が
、
三
鉱
連
、
電
産
、
国
鉄
等
は
多
大
の
思
を
示
し
・
全
労
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

，
会
議
は
、
全
南
的
に
賛
意
を
表
明
ピ
。
し
か
し
昭
和
二
尤
年
下
半
期
ま
で
に
は
・
未
だ
こ
れ
が
具
体
化
さ
れ
る
に
至
つ
て
い
な

い
よ
う
」
で
あ
る
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
昭
和
二
十
三
年
六
月
末
の
労
働
省
調
査
に
・
よ
れ
ば
、
経
営
協
議
会
を
も
つ
て
い
る
労
働
組
含
数
は
一
五
、
〇
五
升
で
あ
り
・
総
紅
含

数
の
四
四
．
三
％
に
当
る
。
ｒ
、
れ
は
当
時
の
．
労
働
協
約
の
七
－
八
割
が
、
経
賞
協
議
会
の
設
置
を
協
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
同
じ
く
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

働
省
が
昭
和
二
十
六
年
百
か
ら
六
月
ま
で
有
効
労
働
協
約
一
、
〇
七
五
に
つ
い
て
襲
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
冷
警
参
加
条
項
を

有
す
る
協
約
は
二
二
七
を
数
元
、
全
協
約
の
二
一
∴
％
を
占
め
て
い
る
。
参
加
の
程
皮
を
見
る
に
、
組
含
員
の
生
活
に
重
大
な
影
響

を
与
え
る
箏
項
に
つ
い
て
は
．
同
意
、
協
議
、
承
認
等
の
積
舷
的
参
加
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
経
営
方
針
、
生
産
、
営
業
計
画
等
’

に
っ
い
て
は
、
比
臼
一
見
、
化
碑
重
す
る
と
か
説
明
を
断
く
と
か
言
っ
た
消
滋
参
加
が
多
数
で
あ
る
。
昭
和
二
十
八
年
に
於
て
・
協
約
に
よ
る

経
営
協
嘆
書
っ
組
合
と
協
約
に
よ
ら
な
い
経
鴬
協
議
会
書
つ
組
合
と
の
柴
は
、
前
者
の
三
五
・
七
を
対
し
て
薯
九
．
七

　
　
　
一
１
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

・
！
”
で
あ
り
、
協
約
に
よ
る
も
の
が
圧
倒
的
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
更
に
昭
和
二
十
九
年
六
月
末
の
経
営
協
議
会
設
置
状
態
を
見
る
ゆ
・

協
約
に
基
く
も
の
は
一
〇
、
八
二
五
を
数
え
前
年
度
と
大
差
が
な
い
。
そ
の
う
ち
労
働
条
件
に
関
す
る
も
の
八
九
・
四
％
、
生
産
に
関
。



す
る
も
の
四
三
・
九
杉
、
苦
情
処
理
に
関
す
る
も
の
七
八
・
五
％
と
言
う
比
卒
を
示
し
て
い
る
。
生
産
に
関
す
る
も
の
が
、
最
も
少
な

い
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
ｏ

　
以
上
に
よ
つ
て
我
国
の
経
営
参
加
問
題
を
概
糊
し
た
。
企
業
単
位
の
労
働
協
約
に
よ
つ
て
設
立
さ
れ
る
経
営
協
議
会
を
通
じ
て
行

わ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
最
近
二
れ
が
英
米
に
於
け
る
如
き
生
産
性
向
上
の
た
め
の
労
使
協
力
機
関
に

発
展
す
ろ
傾
向
が
強
い
こ
と
に
注
目
す
べ
で
あ
る
。
し
か
し
正
直
の
と
二
乃
、
我
国
の
経
営
協
議
会
は
、
未
だ
木
格
的
軌
道
に
乗
つ

た
と
言
い
雌
く
、
そ
の
正
否
は
、
将
来
に
か
か
つ
て
い
る
と
言
わ
灯
け
れ
ば
れ
ら
ぬ
。

　
！
　
労
働
省
編
「
労
働
時
報
」
第
七
巻
第
五
号
、
一
四
－
一
五
頁
参
照
。

　
２
　
前
掲
「
労
鋤
時
報
」
五
頁
、
一
五
－
ニ
ハ
頁
。
Ｈ
巨
・
－
ま
・
○
戸
Ｏ
◎
－
・
潟
・
邑
昌
ぎ
Ｈ
己
易
言
＜
．
勺
℃
・
お
、
忘
・

　
３
　
労
働
育
編
「
資
料
労
伽
運
動
史
」
昭
和
二
一
年
－
二
二
年
、
二
二
五
１
．
一
．
六
頁
ｇ

　
４
　
前
掲
「
資
料
労
働
運
動
吏
」
六
六
二
－
六
三
頁
、
八
〇
四
頁
参
照
。

　
５
　
苅
掲
「
資
料
労
働
運
動
吏
」
八
〇
五
－
六
頁
参
照
。

　
６
　
「
資
料
労
働
運
動
史
」
昭
和
二
十
三
年
、
一
〇
五
九
頁
。

　
７
労
伽
省
労
政
肘
労
働
法
規
課
編
「
労
伽
関
係
法
含
解
釈
総
覧
」
九
．
一
二
－
岬
い
頁
、
特
に
九
三
七
頁
、
尚
「
資
料
労
伽
辿
軸
火
」
昭
和
二
十

　
　
　
四
牢
、
八
九
二
！
九
五
頁
参
婿
。

　
８
　
前
掲
「
労
働
時
報
」
五
頁
、
一
六
頁
、
吾
嚢
光
俊
「
最
近
に
お
け
る
労
働
協
約
の
傾
向
」
「
労
働
時
報
」
第
右
巻
第
四
片
二
－
五
頁
参
昭
一
。

　
９
　
労
働
白
書
一
九
五
五
隼
版
二
六
三
－
六
四
頁
、
「
労
働
時
報
」
第
七
巻
第
七
号
、
九
－
一
二
頁
簿
参
照
。

　
０
０
　
「
資
料
労
働
運
動
史
」
昭
和
二
十
三
年
、
一
〇
五
五
頁

　
　
　
桂
労
例
闘
係
研
究
所
「
労
働
年
鑑
」
昭
和
二
十
九
年
版
、
一
四
四
頁
。

　
勃
　
労
働
白
書
一
九
五
四
年
版
、
第
工
Ｕ
五
表
参
照
、

　
３
　
労
働
白
書
一
九
五
五
年
版
、
二
六
一
頁
及
び
第
一
九
四
表
参
照
。

経
営
参
加
と
労
伽
協
約

四
五
（
四
八
一
）



立
命
館
経
済
学
（
第
四
替
・
第
四
暑
）

ｍ
Ｈ
六
（
四
八
二
）

　
以
上
労
働
協
約
に
よ
る
企
業
内
の
労
働
者
経
営
参
加
を
、
欧
米
並
び
に
我
岡
の
実
際
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
労
働
協
約

に
よ
る
終
営
参
加
は
、
労
使
双
方
の
発
意
に
基
い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
樋
め
て
揮
力
作
に
富
み
、
企
業
や
経
営
の
実
怖
に

却
応
し
得
る
長
所
が
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
そ
の
順
調
な
る
発
展
は
、
国
家
の
奨
励
や
援
助
に
侯
つ
こ
と
大
汀
ゐ
も
の
か
あ
る
こ
と
を

，
想
わ
ね
ば
斤
た
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
国
家
が
経
営
協
議
法
の
如
き
立
法
措
湿
を
と
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
木
稿
で
は
考
察
の

外
に
わ
い
た
が
、
事
実
法
律
に
よ
っ
て
経
営
協
議
会
の
談
置
を
強
制
し
て
い
る
国
の
存
す
る
こ
と
は
、
先
に
指
補
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

法
偉
に
よ
つ
て
経
営
協
議
会
の
設
置
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
色
々
な
点
で
有
利
で
あ
る
。
第
一
に
そ
れ
は
渋
の
逃
用
範
閉
内
に
あ
る

す
べ
て
の
企
業
に
劃
一
的
な
義
猪
を
課
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
部
の
企
業
に
既
に
経
営
協
議
会
が
設
立
さ
れ
て
い
て
、
法
が
か
か

・
る
慣
行
を
公
認
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
関
係
企
業
の
す
べ
て
に
拡
大
す
れ
ば
、
そ
の
利
益
は
一
，
属
大
で
｛
ろ
し
二
一
、
〕
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
叉
法
律
が
廃
止
さ
れ
ざ
る
限
り
、
経
営
協
議
会
が
永
続
的
の
も
の
と
し
て
存
続
す
る
二
と
が
保
障
さ
刈
、
戊
程
皮
労
阿
争

議
の
発
生
を
も
防
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
の
如
く
経
営
協
議
会
が
法
律
的
基
礎
を
も
つ
こ
と
に
な
れ
ば
、
労
働
協
約
よ
る
経
鴬
参
加
の
慣
行
は
そ
い
意
義
一
を
火
、
い
、
無

席
の
長
物
と
化
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
す
る
同
答
は
、
否
で
あ
る
。
何
ん
と
な
ら
ば
、
経
営
協
議
く
Ａ
○
該
火
が
、
法
律
に
よ

つ
て
蒲
猪
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
に
一
定
の
基
準
が
与
え
ら
れ
て
も
、
労
働
協
約
に
よ
る
経
営
参
加
は
、
二
れ
を
納
う
も
の
と
し
て
叉
そ

れ
に
代
る
も
の
と
し
て
、
決
し
て
そ
の
重
要
性
を
喪
失
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
五
二
年
十
月
卜
一
日
の
町
独
「
経
営

組
織
法
」
（
寅
腎
一
〇
茅
く
ｇ
家
・
・
冒
鷺
。
ｑ
馨
５
に
よ
る
経
営
参
加
は
、
原
則
と
し
て
経
営
協
議
会
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る



け
れ
ど
も
、
労
働
協
約
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
充
し
父
変
璽
す
る
二
と
が
可
能
ぺ
、
、
あ
り
、
更
に
別
段
」
い
ゲ
。
め
１
・
一
の
、
小
場
人
、
に
に
、
ア
一
れ
に

代
ゐ
も
い
を
該
立
す
乃
こ
と
も
出
来
る
。
例
え
ば
杜
会
的
事
項
に
つ
い
て
の
経
営
参
加
は
、
労
働
協
約
に
よ
つ
て
デ
、
れ
を
補
充
し
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

る
。
一
般
に
強
行
規
宇
．
以
外
け
、
分
働
協
約
に
し
｛
つ
て
こ
れ
を
変
更
し
得
る
し
二
育
う
○
が
、
現
花
通
ぺ
祝
、
し
な
二
．
、
．
い
リ
り
。
与
一
口
わ
ん
い
ｖ

フ
ラ
、
、
一
ス
に
於
け
ろ
一
九
四
五
年
二
月
二
十
二
口
ｏ
企
業
４
八
否
員
会
（
ｏ
ｏ
昌
宗
～
、
昌
箏
、
｛
去
ｏ
）
に
顯
す
る
命
令
シ
伽
ノ
、
、
協
約
．
久
は

廠
行
に
よ
つ
て
企
業
委
員
会
○
権
眼
や
機
桃
に
関
す
ろ
洲
○
定
め
を
な
す
二
と
斗
、
何
等
坊
げ
る
も
、
■
、
、
は
れ
い
旨
、
∴
、
娩
定
し
て
い
カ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

よ
う
れ
堵
合
に
は
（
第
二
十
一
二
彩
）
、
労
け
協
約
に
し
｛
ろ
終
営
協
詳
会
○
汽
竈
が
、
従
来
遁
り
可
熊
れ
、
い
、
一
、
、
∴
一
勺
。
一
一
一
れ
〕
、
榊
放
後
締

絆
さ
れ
仁
協
約
を
維
持
し
、
叉
こ
○
命
令
に
よ
ろ
以
上
（
一
権
眼
を
企
業
委
貰
公
に
附
与
す
４
の
が
十
、
．
火
、
〔
的
、
一
ビ
、
∴
、
り
し
二
一
一
『
わ
れ
カ
心
。

か
く
て
囚
宗
い
十
∴
法
桝
甘
．
に
よ
、
紋
営
協
議
会
２
訣
一
！
は
、
必
働
協
約
に
よ
る
終
営
友
、
一
加
を
制
限
す
る
二
し
し
は
あ
つ
て
ノ
、
、
決
し
て

そ
ソ
仔
次
を
抹
役
寸
え
も
○
で
は
灯
い
。
そ
ｏ
不
足
を
補
う
も
○
と
し
で
、
、
父
二
れ
を
籔
化
す
ノ
予
一
。
、
い
し
「
リ
て
、
、
一
、
∴
は
伏
汽
し
．
し

て
存
．
在
那
、
由
を
一
丁
張
－
）
得
る
し
し
舌
わ
れ
け
れ
ば
汽
ら
汀
い
。

　
九
来
絡
営
に
於
け
る
労
使
○
協
力
は
、
双
方
か
そ
の
ｔ
場
を
充
分
に
理
解
し
た
場
含
に
○
み
、
始
め
て
宋
、
珊
二
一
．
ハ
り
り
い
で
斗
～
リ
ハ
、
。

絡
営
帖
診
会
を
紬
州
机
合
化
い
千
没
と
し
た
り
、
戎
は
特
宗
．
○
イ
デ
オ
ロ
ギ
ｉ
に
よ
ろ
政
治
闘
争
、
”
具
に
供
し
・
岬
」
り
■
一
勺
１
〔
）
で
は
、

経
営
参
加
い
場
と
し
て
の
経
営
協
諦
公
は
、
始
め
か
ら
成
立
す
る
余
地
が
な
い
。
使
用
考
が
労
働
組
合
．
ｏ
存
作
、
．
冷
か
し
、
尺
対
に

組
含
デ
使
用
考
○
存
征
を
危
う
す
る
よ
う
で
は
、
自
由
杜
会
に
於
け
る
氏
・
王
主
義
は
破
壊
さ
れ
、
旧
民
経
済
は
、
泌
乱
に
烙
リ
り
で
．
あ

プ
。
）
う
。
そ
う
し
て
そ
の
中
か
ら
フ
ア
、
ソ
、
ス
ム
が
接
頭
す
る
虞
れ
な
し
と
し
な
い
。
労
使
が
そ
れ
ぞ
れ
対
ｔ
す
る
州
で
」
方
の
存
．
在
在
認

め
て
も
、
協
力
○
方
法
は
い
く
ら
で
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
使
用
者
、
労
働
組
含
各
々
の
単
独
の
火
存
で
は
な
く
し
一
、
、
、
両
肴
の
棚
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方
的
生
存
・
く
自
言
巴
ｏ
ｏ
…
ま
§
－
が
婁
」
望
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
か
。
か
か
る
意
味
に
於
て
、
労
使
双
方
の
自
・
干
的
枇
｛
工
、
、
、
の
一
６
労
働

　
　
　
経
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加
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四
七
（
四
八
一
。
．
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
四
替
・
第
囚
吾
）
　
　
　
　
一
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協
約
に
よ
っ
て
、
経
営
協
議
会
を
通
じ
叉
は
協
約
そ
の
も
の
を
通
じ
て
労
働
者
の
経
営
参
加
を
実
現
す
る
こ
と
に
、
多
大
の
期
待
が

一
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
国
際
労
働
機
関
も
、
一
九
五
二
年
六
月
、
そ
の
第
三
十
五
回
総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
勧
沓
」
並
に
「
決
議
」

に
於
て
、
当
事
者
の
自
主
的
協
定
に
よ
る
労
使
協
議
機
関
の
譲
置
を
勧
奨
し
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
ｏ
勿
論
諾
国
に

於
け
る
伝
統
や
特
種
事
情
は
こ
れ
を
無
視
出
来
な
い
が
、
現
代
に
於
て
、
労
働
協
約
に
よ
る
経
営
参
加
の
重
泌
性
を
弦
調
し
て
も
、

惑
ら
く
行
過
ぎ
で
あ
る
と
の
非
難
は
受
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
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